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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第64期

第２四半期
連結累計期間

第65期
第２四半期
連結累計期間

第64期

会計期間
自 平成29年１月１日
至 平成29年６月30日

自 平成30年１月１日
至 平成30年６月30日

自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日

売上高 (百万円) 203,735 192,776 400,157

経常利益 (百万円) 18,069 6,494 21,738

親会社株主に帰属する四半期
(当期)純利益

(百万円) 11,687 3,420 12,970

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,246 △1,271 4,399

純資産額 (百万円) 198,066 193,657 201,302

総資産額 (百万円) 332,243 328,880 348,232

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 61.57 18.09 68.33

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 58.10 17.02 64.42

自己資本比率 (％) 59.2 58.3 57.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 8,235 △2,474 37,136

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △17,224 △3,359 △13,788

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △5,838 △11,019 △11,548

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 50,262 58,106 78,102
 

 

回次
第64期

第２四半期
連結会計期間

第65期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日

自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日

１株当たり四半期純利益金額
又は１株当たり四半期純損失
金額(△)

(円) 12.25 △10.04

 

(注) １. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移につきましては記

載しておりません。

２. 売上高には、消費税等は含んでおりません。

 

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績

当第２四半期連結累計期間におけるスポーツ用品業界は、健康志向によるスポーツへの関心の高まりや、日常で

のスポーツ用品利用の拡大を背景に、堅調に推移しました。

このような情勢のもと、当社グループは、更なる成長の礎を築くため中期経営計画「ASICS Growth Plan (AGP)

2020」を修正し、アメリカでのランニングシューズ、中国、デジタルを重点分野に設定しました。

重点分野であるアメリカを皮切りに、クッション性だけでなく反発性にも優れた新しいミッドソール

「HyperGEL」を搭載し、ランニングはもちろん、普段履きとしても使用できるカジュアルなデザインを備えたラン

ニングシューズ「HyperGEL-KENZEN」を市場投入しました。加えて、長距離ランナー向けに安定性とクッション性を

高め、次世代高機能素材として注目されているセルロースナノファイバーをシューズとして世界で初めて商品化し

た高機能ランニングシューズ「GEL-KAYANO 25」を市場投入し、商品発売を記念したイベントを実施するなど、売上

拡大とブランド価値の向上を図りました。

中国では、インフルエンサーを活用したマーケティングキャンペーンをアシックスブランド、オニツカタイガー

ブランドで実施し、それぞれのブランドの認知拡大を図りました。

デジタルでは、デジタルマーケティングツールの導入を進め、お客様との接点拡大とコミュニケーションの強化

に努めました。

コア戦略に基づき、直営店の展開として、アシックスタイガーブランドでは、渋谷に旗艦店をオープンしまし

た。また、オニツカタイガーブランドでは、店内に設置したタブレット端末でシューズをカスタマイズできるサー

ビス「NIPPON MADE カスタムオーダー」を開始したほか、銀座、難波、新宿に旗艦店をオープンしました。加え

て、当社初となる子ども靴の旗艦店「ASICS KIDS GINZA」を銀座にオープンしました。そのほか、トロントに旗艦

店を出店するなど、アシックスグループの直営店舗数は、全世界で890店となりました。

ブランディングの展開において、アシックスブランドでは日本、アメリカ、欧州、中国などで著名なインフルエ

ンサーを活用したマーケティングキャンペーンを実施し、ブランドメッセージ「I MOVE ME（ワタシを、動か

せ。）」を訴求しました。また、創業者の鬼塚喜八郎の生誕100周年を記念したキャンペーンを世界で展開し、鬼塚

が生前に描いたヒマワリをデザインモチーフとした記念商品を市場投入しました。

また、男子プロテニスプレーヤーのノバク・ジョコビッチ選手とアドバイザリースタッフ契約を締結し、ジョコ

ビッチ選手本人の意見を取り入れて新たに開発したテニスシューズ「GEL-RESOLUTION NOVAK」を市場投入しまし

た。加えて、アドバイザリースタッフの乾貴士選手および大迫勇也選手が世界大会で着用したモデルのサッカー用

スパイクシューズの新色を市場投入しました。さらに、アマチュア時代から当社製品を愛用いただいている米国MLB

ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手とアドバイザリースタッフ契約を締結し、大谷選手の意見を取り入れな

がら、当社の技術を盛り込んで作製した製品を提供するなど引き続きサポートを行いました。そのほか、国際トラ

イアスロン連合とグローバル・ディベロップメント・パートナー契約の締結やウクライナ陸上競技連盟のパート

ナーシップ契約の締結、東京、パリ、バルセロナをはじめとする世界各地のマラソン大会への協賛を行いました。

JOC・JPCゴールドパートナー（スポーツ用品）としての活動では、平昌2018冬季オリンピック・パラリンピック

に出場する日本代表選手団へオフィシャルスポーツウェアを提供しました。

また、ブエノスアイレス2018ユースオリンピック競技大会および東京2020オリンピック競技大会におけるオース

トラリアオリンピック委員会のオフィシャルチームパートナーに決定しました。

アシックスタイガーブランドでは、35周年を迎えるカシオのウォッチ「G-SHOCK」と初めてコラボレーションした

シューズを市場投入しました。

オニツカタイガーブランドでは、ディズニーキャラクターのミッキーマウス、ミニーマウスとコラボレーション

したシューズを市場投入しました。

そのほか、従業員のより健康的な生活の実現を目指し健康経営に取り組み、経済産業省と日本健康会議が優良な

健康経営を実践している法人を顕彰する『健康経営優良法人2018～ホワイト500～』に選定されました。
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当第２四半期連結累計期間における売上高は192,776百万円と前年同期間比5.4％の減収（前年度の為替換算レー

トを適用した場合6.8％減）となりました。このうち国内売上高は、オニツカタイガーシューズが好調に推移しまし

たが、スポーツウエアで収益性の低い商品群を縮小したことなどにより、52,603百万円と前年同期間比3.1％の減収

となりました。海外売上高は、東アジア地域およびオセアニア/東南・南アジア地域でオニツカタイガーシューズな

どが好調でした。しかしながら、米州地域が低調であったことにより、140,172百万円と前年同期間比6.2％の減収

（前年度の為替換算レートを適用した場合8.2％減）となりました。

売上総利益は原価率の改善があったものの減収の影響などにより、92,679百万円と前年同期間比2.0％の減益とな

りました。販売費及び一般管理費は、直営店の出店拡大に伴う費用の増加などにより、84,185百万円と前年同期間

比7.3％の増加となり、営業利益は8,494百万円と前年同期間比47.2％の減益となりました。経常利益は、前年同期

間は為替差益を計上しましたが、当第２四半期連結累計期間は為替差損を計上したことなどにより6,494百万円と前

年同期間比64.1％の減益となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は3,420百万円と前年同期間比70.7％の減益と

なりました。

　

報告セグメント別の業績は、次のとおりであります。

① 日本地域

日本地域におきましては、オニツカタイガーシューズが好調に推移しましたが、スポーツウエアで収益性の低

い商品群を縮小したことなどにより、売上高は61,589百万円(前年同期間比3.6％減)となりました。セグメント利

益につきましては減収の影響などにより2,362百万円(前年同期間比47.1％減)となりました。

② 米州地域

米州地域におきましては、米国が低調であったことなどにより、売上高は43,170百万円(前年同期間比22.4％

減、前年度の為替換算レートを適用した場合19.9％減)となりました。また、原価率の改善はあったものの、減収

の影響などによりセグメント損失は560百万円となりました。

③ 欧州地域

欧州地域におきましては、一部の新興国で堅調に推移しましたが、売上高は52,268百万円(前年同期間比4.2％

増、前年度の為替換算レートを適用した場合3.0％減)となりました。セグメント利益につきましては直営店の出

店拡大に伴う費用の増加などにより2,912百万円(前年同期間比19.0％減、前年度の為替換算レートを適用した場

合24.5％減)となりました。

④ オセアニア/東南・南アジア地域

オセアニア/東南・南アジア地域におきましては、東南・南アジアが好調でしたが、オーストラリアが低調で

あったことなどにより、売上高は13,560百万円(前年同期間比6.2％減、前年度の為替換算レートを適用した場合

6.2％減)となりました。セグメント利益につきましては原価率の改善はあったものの、減収の影響などにより

2,111百万円(前年同期間比11.4％減、前年度の為替換算レートを適用した場合11.4％減)となりました。

⑤ 東アジア地域

東アジア地域におきましては、特に中国でランニングシューズおよびオニツカタイガーシューズなどが好調で

したが、韓国が低調に推移し、売上高は26,793百万円(前年同期間比6.8％増、前年度の為替換算レートを適用し

た場合3.7％増)となりました。セグメント利益につきましては、中国における積極的な広告投資および韓国の減

益の影響などにより、3,204百万円(前年同期間比24.0％減、前年度の為替換算レートを適用した場合26.3％減)と

なりました。

⑥ その他事業

その他事業におきましては、ホグロフスブランドのアウトドアウエアなどが堅調であったことおよび為替換算

レートの影響により、売上高は4,021百万円(前年同期間比5.6％増、前年度の為替換算レートを適用した場合

4.1％増)となり、セグメント損失は364百万円となりました。
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(2) 財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の財政状態といたしましては、総資産328,880百万円(前連結会計年度末比5.6％

減)、負債の部合計135,223百万円(前連結会計年度末比8.0％減)、純資産の部合計193,657百万円(前連結会計年度末

比3.8％減)でした。

流動資産は、たな卸資産が増加したものの、現金及び預金などの減少により、238,965百万円(前連結会計年度末

比6.5％減)となりました。

固定資産は、のれんなどの無形固定資産および繰延税金資産の減少などにより、89,914百万円(前連結会計年度末

比2.9％減)となりました。

流動負債は、短期借入金および未払費用が減少したものの、償還期限が１年以内となった新株予約権付社債の固

定負債から流動負債への振り替えなどにより、95,953百万円(前連結会計年度末比28.1％増)となりました。

固定負債は、上記の振り替えによる新株予約権付社債の減少などにより、39,269百万円(前連結会計年度末比

45.5％減)となりました。

株主資本は、自己株式の取得などにより、190,862百万円(前連結会計年度末比1.5％減)となりました。

その他の包括利益累計額は、繰延ヘッジ損益が増加しましたが為替換算調整勘定などが減少したことにより、854

百万円（前連結会計年度末比85.1％減）となりました。

 
また、キャッシュ・フローにおきましては、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下

「資金」という）は、58,106百万円と前連結会計年度末に比べ19,996百万円減少しました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は2,474百万円となり、前年同期間に比べ10,710百万円の収入減少となりました。

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益6,498百万円、減価償却費5,007百万円であり、支出の主な内訳は、

たな卸資産の増加額6,144百万円、法人税等の支払額3,786百万円、売上債権の増加額3,644百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は3,359百万円となり、前年同期間に比べ13,864百万円の支出減少となりました。

支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出2,422百万円、無形固定資産の取得による支出1,900百万円であ

ります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は11,019百万円となり、前年同期間に比べ5,181百万円の支出増加となりました。

支出の主な内訳は、配当金の支払額4,480百万円、長期借入金の返済による支出4,000百万円、自己株式の取得によ

る支出2,002百万円であります。
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　(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等(会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりであります。

 
会社の支配に関する基本方針について

① 会社の支配に関する基本方針の内容

当社は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社の取締役会の賛同を得ずに行われる、いわゆ

る「敵対的買収」であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するも

のではありません。特定の者による当社株式の大規模な買付行為等に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終

的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。

一方で、当社および当社グループは、株主の皆様をはじめ、お客様、取引先および従業員等のステークホルダー

との間に築かれた良好な関係を基本として、スポーツを核とした事業領域で当社が長年つちかってきた「技術」、

「製品」、「ブランド」に対する信頼こそが強みであり、これを維持し促進することが当社の企業価値・株主共同

の利益の確保・向上に資すると考えます。従って、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としては、こ

れらに関する十分な情報や理解がなくては、将来実現することのできる当社の企業価値・株主共同の利益を毀損す

る可能性があり、不適切であると考えます。

 
② 当社の状況および企業価値向上に向けた取り組み

当社は、1949年に、スポーツを通じて青少年の健全な育成に貢献することを願い鬼塚商会として創業以来、「健

全な身体に健全な精神があれかし」を創業哲学とし、「スポーツを通して、すべてのお客様に価値ある製品・サー

ビスを提供する」ことを理念に、お客様の求めるものを徹底的に追求し、世界のスポーツをする選手、スポーツを

愛するすべての人々や健康を願う方々の役に立つよう、技術とものづくりに対するこだわりを持ち続けてまいりま

した。

1977年に、同業２社との合併を機に、この創業哲学のラテン語「Anima Sana In Corpore Sano」の頭文字から社

名を株式会社アシックス（ASICS）へ変更し、社業の発展に努めてまいりました。

当社は、2016年から2020年度までの中期経営計画「ASICS Growth Plan (AGP) 2020」に基づき、３つの事業領域

である①アスレチックスポーツ事業領域、②スポーツライフスタイル事業領域および③健康快適事業領域におい

て、当社グループ共通の７つのコア戦略を遂行し、事業の拡大・強化に取り組んでおります。

また、当社グループは、コーポレートガバナンス基本方針を制定し、企業価値を継続的に高め、株主の皆様をは

じめ、すべてのステークホルダーからさらに信頼される会社となるために、スピードある透明性の高い経営を実現

するためのコーポレートガバナンスを目指し、その中で、経営管理体制の整備を行うとともに、企業経営に関する

監督および監査機能・内部統制の充実、コンプライアンスの徹底、経営活動の透明性の向上などに努め、株主の視

点を経営に反映させることを心がけております。

 

③ 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針が支配されることを防止

するための取り組み

当社は、平成29年３月29日開催の定時株主総会において、当社株式の大規模な買付行為への対応方針の一部を改

定して３年間継続することを決定いたしました（以下、改定後の当社株式の大規模な買付行為への対応方針を「本

対応方針」といいます。）。

本対応方針の概要は次のとおりです。　

当社取締役会は、大規模買付者による情報提供及び大規模買付行為に対する取締役会の意見の公表に関する合理

的なルールに従って大規模買付行為が行われることが、当社の企業価値・株主共同の利益に資すると考え、事前の

情報提供に関する一定のルール（以下「大規模買付ルール」といいます。）を設定いたしました。
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大規模買付ルールの概要は次のとおりです。

(ⅰ)大規模買付者には、大規模買付行為の前に、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断および当社取締役

会としての意見形成のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいます。）を書面で提供していただ

きます。当社取締役会は、取締役会による評価、検討、意見形成等のため必要かつ十分な本必要情報が大規模買

付者から提出されたと判断した場合には、直ちにその旨大規模買付者に通知するとともに、速やかに当社株主の

皆様に公表します。なお、大規模買付者からの情報提供の迅速化と当社取締役会が延々と情報提供を求めて情報

提供期間を引き延ばす等の恣意的な運用を避ける観点から、この情報提供期間は意向表明書の受領から最長60日

としております。

(ⅱ)当社取締役会は、取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下「取締役会評

価期間」といいます。）として、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了したと公表した日

の翌日から、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）または90日

間（その他の大規模買付行為の場合）を設定します。取締役会評価期間の終了までに、取締役会が評価、検討、

交渉、意見形成、代替案立案をなしえないときは、独立委員会からの勧告を最大限尊重したうえで、合理的な範

囲内において取締役会評価期間を延長することができるものとしますが、その場合でも取締役会評価期間は最長

120日までとします。なお、取締役会評価期間を延長する場合は、延長する理由、延長期間等を開示いたしま

す。大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。当社取締役会は、取締役会

評価期間中、独立委員会に諮問し、必要に応じて外部専門家等の助言および監査役の意見を参考に、提供された

本必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動または不発

動を含め、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめて決議し公表します。

　

次に大規模買付行為がなされた場合の対応方針の概要は次のとおりです。

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合、当社取締役会は、大規模買付行為に対する対抗措置の発動要

件を満たすときを除き、当社株主の皆様に対して、当該買付提案に対する諾否の判断に必要な判断材料を提供させ

ていただくにとどめ、原則として、当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。

当社取締役会は、大規模買付ルールを遵守しなかった場合のほか、大規模買付ルールが遵守された場合であって

も、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう場合で、かつ、対抗措置を発動するこ

とが相当であると判断したときに限り、株主総会において株主の皆様に承認を得たうえで、当社株主の皆様の利益

を守るために、当該大規模買付行為に対する対抗措置として、無償割当てによる新株予約権を発行することができ

るものとします。なお、当社取締役会が当該判断を行う場合には、外部専門家等および当社監査役の意見を参考

に、提供された本必要情報を十分に評価・検討したうえ、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。ま

た、当社取締役会は、対抗措置を発動するに際し、株主総会の開催が著しく困難な場合を除き、株主総会を招集

し、対抗措置に関する当社株主の皆様の意思を確認するものとします。かかる株主意思確認のための株主総会にお

いて、出席株主の議決権の過半数の賛同が得られなければ、対抗措置の発動は行いません。その場合、大規模買付

者は、当社株主の皆様の意思を確認し、対抗措置の発動・不発動が決定されるまで、大規模買付行為は開始できな

いものとします。

 
④ 上記取り組みが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会

社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて

まず、本対応方針は、会社の支配に関する基本方針に沿って、当社株式に対する大規模買付行為がなされた際

に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを当社株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示す

るために必要な情報や時間を確保し、当社株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすること

により、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。

次に、本対応方針は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ルールを遵守する場合

であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう場合で、かつ、対抗措置を発

動することが相当であると判断したときに限り、株主総会において株主の皆様の承認を得たうえで、対抗措置が発

動されるように設定されており、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を防止するための仕組みが確保され

ています。
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また、本対応方針における対抗措置の発動等に際しては、独立社外取締役または独立社外監査役によって組織さ

れた独立委員会に諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。また、その判断の概要について

は当社株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本対応方針

の公正・透明な運用が行われる仕組みが確保されています。

最後に、本対応方針は、株主総会における当社株主の皆様の承認を条件に継続されるものであり、その継続につ

いて当社株主の皆様の意向が反映されることとなっております。また、本対応方針継続後、その後の株主総会にお

いて本対応方針の変更又は廃止の決議がなされた場合には、本対応方針も当該決議に従い変更又は廃止されること

になります。

さらに、当社取締役の任期は１年間となっており、毎年の取締役選任手続を通じて本対応方針の継続、廃止また

は変更の是非の判断に当社株主の皆様の意向が反映されます。

これらの措置により、本対応方針は、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益に合致し、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

 
(4) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は2,303百万円(前年同期間比11.7％増)で

あります。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 
(5) 従業員の状況

当第２四半期連結累計期間において、連結会社または提出会社の従業員数の著しい増減はありません。

 
(6) 生産、受注及び販売の状況

当第２四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい増減はありません。

 
(7) 設備の状況

当第２四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画

の著しい変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 790,000,000

計 790,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成30年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成30年８月９日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 199,870,559 199,870,559
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数
100株

計 199,870,559 199,870,559 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

　当第２四半期連結会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。

 

決議年月日 平成30年４月20日

新株予約権の数(個) 852

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 85,200

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1

新株予約権の行使期間
平成33年５月19日から
平成60年５月18日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　　 1,787
資本組入額　　　 894

新株予約権の行使の条件 (注)２

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決
議による承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)３
 

(注) １．新株予約権の目的である株式の数

各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とします。ただし、新株予約権

を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償

割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株

式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てます。
 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数× 株式分割または株式併合の比率
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調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力

発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少し

て資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる

場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、

当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を

必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予

約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告しま

す。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知

または公告します。

２．新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとしま

す。

(2) その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間にて締結する「新株予約権割当契約」に

別途定めます。

３．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会

社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上

を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につ

き吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収

分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換が

その効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前に

おいて残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの

場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)

の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を

交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転

計画において定めることを条件とします。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)１．に準じて決定します。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上

記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と

します。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再

編対象会社の株式１株当たり１円とします。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行

使期間の満了日までとします。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

次に準じて決定します。

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、

これを切り上げるものとします。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしま

す。

EDINET提出書類

株式会社アシックス(E02378)

四半期報告書

10/29



 

(8) 新株予約権の取得条項

次に準じて決定します。

以下の①、②、③、④または⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、

当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得

することができます。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認

を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

上記(注)２．に準じて決定します。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項がないため記載しておりません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項がないため記載しておりません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成30年４月12日 △92,432 199,870,559 ― 23,972 ― 6,000
 

(注)　自己株式の消却による減少であります。
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(6) 【大株主の状況】

平成30年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目１１番３号 11,182 5.60

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 7,858 3.93

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８－１１ 7,488 3.75

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 6,607 3.31

日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内１丁目６番６号　日本
生命証券管理部内

5,679 2.84

ＪＰ 　ＭＯＲＧＡＮ 　ＣＨＡＳ
Ｅ　ＢＡＮＫ　３８５６３２
(常任代理人　株式会社みずほ銀
行決済営業部)

２５　ＢＡＮＫ　ＳＴＲＥＥＴ，ＣＡＮＡＲ
Ｙ　ＷＨＡＲＦ，ＬＯＮＤＯＮ，Ｅ１４　５
ＪＰ，ＵＮＩＴＥＤ　ＫＩＮＧＤＯＭ
(東京都港区港南２丁目１５－１ 品川イン
ターシティＡ棟)

4,501 2.25

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口５）

東京都中央区晴海１丁目８－１１ 3,823 1.91

ＢＮＹＭＳＡＮＶ 　ＡＳ 　ＡＧ
ＥＮＴ／ＣＬＩＥＮＴＳ 　ＬＵ
Ｘ　ＵＣＩＴＳ　ＮＯＮ　ＴＲ
ＥＡＴＹ　１
(常任代理人　株式会社三菱ＵＦ
Ｊ銀行)

ＶＥＲＴＩＧＯ　ＢＵＩＬＤＩＮＧ　－　Ｐ
ＯＬＡＲＩＳ　２－４　ＲＵＥ　ＥＵＧＥＮ
Ｅ　ＲＵＰＰＥＲＴ　Ｌ－２４５３　ＬＵＸ
ＥＭＢＯＵＲＧ　ＧＲＡＮＤ　ＤＵＣＨＹ　
ＯＦ　ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ
(東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 決済事
業部)

2,852 1.43

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口１）

東京都中央区晴海１丁目８－１１ 2,827 1.41

ＴＨＥ　ＢＡＮＫ　ＯＦ　ＮＥ
Ｗ　ＹＯＲＫ　ＭＥＬＬＯＮ　
ＳＡ／ＮＶ　１０
(常任代理人　株式会社三菱ＵＦ
Ｊ銀行)

ＲＵＥ　ＭＯＮＴＯＹＥＲＳＴＲＡＡＴ　４
６，　１０００　ＢＲＵＳＳＥＬＳ，　ＢＥ
ＬＧＩＵＭ
(東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 決済事
業部)

2,822 1.41

計 ― 55,644 27.84
 

(注) １．当社は、自己株式11,164千株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

２．大量保有報告書またはその変更報告書により、次のとおり株式を所有している旨の公衆縦覧がなされており

ますが、当社として当第２四半期会計期間末日時点における実質所有株式数が確認できないため、上記大株

主の状況には含めておりません。

 
平成29年６月15日現在(報告日：平成29年６月21日)

氏名又は名称(共同保有者)
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)

ブラックロック・ジャパン株式会社 3,961 1.98

ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミ
テッド(BlackRock Fund Managers Limited)

200 0.10

ブラックロック・ライフ・リミテッド(BlackRock
Life Limited)

306 0.15

ブラックロック・アセット・マネジメント・アイル
ランド・リミテッド(BlackRock Asset Management
Ireland Limited)

703 0.35

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
(BlackRock Fund Advisors)

2,250 1.13

ブラックロック・インスティテューショナル・トラ
ス ト ・ カ ン パ ニ ー 、 エ ヌ ． エ イ ．(BlackRock
Institutional Trust Company, N.A.)

2,366 1.18

ブラックロック・インベストメント・マネジメント
（ユーケー）リミテッド(BlackRock Investment
Management (UK) Limited)

480 0.24

 

　　

平成29年９月29日現在(報告日：平成29年10月６日)

氏名又は名称(共同保有者)
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保有株券等の数
(千株)

株券等保有割合
(％)

株式会社みずほ銀行 2,784 1.36

みずほ証券 株式会社 2,632 1.29

アセットマネジメントOne株式会社 6,551 3.20

みずほインターナショナル （Mizuho International
plc）

0 0.00
 

　　　

平成30年４月９日現在(報告日：平成30年４月16日）

氏名又は名称(共同保有者)
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 7,858 3.93

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 5,568 2.78

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 744 0.37

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 499 0.25
 

　

平成30年６月29日現在(報告日：平成30年７月５日）

氏名又は名称(共同保有者)
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)

三井住友信託銀行株式会社 5,004 2.50

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 233 0.12

日興アセットマネジメント株式会社 6,571 3.29
 

 
平成30年６月29日現在(報告日：平成30年７月５日）

氏名又は名称(共同保有者)
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)

野村證券株式会社 3,968 1.95

ノムラ　インターナショナル　ピーエルシー（ＮＯ
ＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ）

1,898 0.92

野村アセットマネジメント株式会社 6,830 3.42
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成30年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

11,164,300 
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

188,516,400
1,885,164 ―

単元未満株式
普通株式

189,859
― ―

発行済株式総数 199,870,559 ― ―

総株主の議決権 ― 1,885,164 ―
 

(注)　「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数20個が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  平成30年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社アシックス
神戸市中央区港島中町
７丁目１番１

11,164,300 ― 11,164,300 5.59

計 ― 11,164,300 ― 11,164,300 5.59
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(自  平成30年４月１日  至

  平成30年６月30日)及び第２四半期連結累計期間(自  平成30年１月１日  至  平成30年６月30日)に係る四半期連結

財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成29年12月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 79,120 59,344

  受取手形及び売掛金 71,753 72,394

  有価証券 2,139 125

  商品及び製品 85,174 88,088

  仕掛品 407 356

  原材料及び貯蔵品 820 849

  繰延税金資産 3,950 3,250

  その他 14,358 16,090

  貸倒引当金 △2,058 △1,534

  流動資産合計 255,667 238,965

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 36,645 37,372

    減価償却累計額 △18,008 △18,666

    建物及び構築物（純額） 18,637 18,705

   機械装置及び運搬具 3,766 3,301

    減価償却累計額 △2,367 △2,044

    機械装置及び運搬具（純額） 1,398 1,257

   工具、器具及び備品 28,564 28,774

    減価償却累計額 △19,616 △20,544

    工具、器具及び備品（純額） 8,948 8,230

   土地 5,915 5,905

   リース資産 8,483 8,553

    減価償却累計額 △3,236 △3,177

    リース資産（純額） 5,246 5,375

   建設仮勘定 565 327

   有形固定資産合計 40,712 39,801

  無形固定資産   

   のれん 10,948 9,797

   その他 15,384 14,766

   無形固定資産合計 26,332 24,563

  投資その他の資産   

   投資有価証券 14,048 14,303

   長期貸付金 64 70

   繰延税金資産 4,575 3,717

   その他 7,154 7,961

   貸倒引当金 △323 △504

   投資その他の資産合計 25,519 25,549

  固定資産合計 92,564 89,914

 資産合計 348,232 328,880
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成29年12月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 30,725 29,826

  短期借入金 5,577 1,341

  1年内償還予定の新株予約権付社債 － 30,020

  リース債務 739 741

  未払費用 20,269 17,780

  未払法人税等 1,980 1,974

  未払消費税等 2,958 3,862

  繰延税金負債 2 60

  返品調整引当金 326 359

  賞与引当金 357 839

  資産除去債務 42 52

  その他 11,920 9,094

  流動負債合計 74,900 95,953

 固定負債   

  社債 20,000 20,000

  新株予約権付社債 30,035 －

  長期借入金 100 166

  リース債務 5,237 5,328

  繰延税金負債 3,844 3,332

  退職給付に係る負債 5,803 5,952

  資産除去債務 1,121 1,168

  その他 5,887 3,321

  固定負債合計 72,029 39,269

 負債合計 146,930 135,223

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 23,972 23,972

  資本剰余金 17,419 17,354

  利益剰余金 160,142 159,120

  自己株式 △7,666 △9,584

  株主資本合計 193,866 190,862

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 4,803 4,845

  繰延ヘッジ損益 △2,631 1,005

  在外子会社資産再評価差額金 18 －

  為替換算調整勘定 3,962 △4,596

  退職給付に係る調整累計額 △428 △399

  その他の包括利益累計額合計 5,725 854

 新株予約権 296 348

 非支配株主持分 1,413 1,591

 純資産合計 201,302 193,657

負債純資産合計 348,232 328,880
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年１月１日
　至 平成30年６月30日)

売上高 203,735 192,776

売上原価 109,024 100,020

 返品調整引当金戻入額 267 267

 返品調整引当金繰入額 433 344

売上総利益 94,545 92,679

販売費及び一般管理費 ※１  78,469 ※１  84,185

営業利益 16,075 8,494

営業外収益   

 受取利息 202 319

 受取配当金 172 235

 為替差益 1,702 －

 補助金収入 279 3

 その他 225 329

 営業外収益合計 2,581 888

営業外費用   

 支払利息 357 307

 為替差損 － 2,364

 その他 230 216

 営業外費用合計 587 2,888

経常利益 18,069 6,494

特別利益   

 固定資産売却益 0 16

 投資有価証券売却益 65 －

 投資有価証券償還益 93 12

 特別利益合計 159 29

特別損失   

 固定資産売却損 1 －

 固定資産除却損 60 25

 投資有価証券評価損 1 －

 特別損失合計 62 25

税金等調整前四半期純利益 18,166 6,498

法人税等 6,297 2,818

四半期純利益 11,868 3,679

非支配株主に帰属する四半期純利益 180 258

親会社株主に帰属する四半期純利益 11,687 3,420
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年１月１日
　至 平成30年６月30日)

四半期純利益 11,868 3,679

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 175 41

 繰延ヘッジ損益 △11,817 3,637

 在外子会社資産再評価差額金 △18 △18

 為替換算調整勘定 1,018 △8,639

 退職給付に係る調整額 19 28

 その他の包括利益合計 △10,622 △4,951

四半期包括利益 1,246 △1,271

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,058 △1,450

 非支配株主に係る四半期包括利益 187 178
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年１月１日
　至 平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益 18,166 6,498

 減価償却費 4,418 5,007

 のれん償却額 677 664

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △163 △252

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 291 184

 賞与引当金の増減額（△は減少） 241 488

 投資有価証券評価損益（△は益） 1 －

 投資有価証券売却損益（△は益） △65 －

 投資有価証券償還損益（△は益） △93 △12

 受取利息及び受取配当金 △374 △555

 支払利息 357 307

 為替差損益（△は益） △8 62

 固定資産除売却損益（△は益） 60 9

 その他の損益（△は益） △1,620 △379

 売上債権の増減額（△は増加） △5,418 △3,644

 たな卸資産の増減額（△は増加） 3,928 △6,144

 その他の資産の増減額（△は増加） △3,197 △1,442

 仕入債務の増減額（△は減少） △4,197 132

 未払消費税等の増減額（△は減少） 1,499 1,087

 その他の負債の増減額（△は減少） △2,062 △1,667

 小計 12,440 343

 利息及び配当金の受取額 386 561

 利息の支払額 △358 △360

 設備補助金の受取額 － 1,033

 事業構造改革費用の支払額 － △266

 法人税等の支払額 △4,232 △3,786

 営業活動によるキャッシュ・フロー 8,235 △2,474

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △301 △701

 定期預金の払戻による収入 277 420

 有形固定資産の取得による支出 △4,378 △2,422

 有形固定資産の除却による支出 △56 △71

 有形固定資産の売却による収入 13 46

 無形固定資産の取得による支出 △1,519 △1,900

 有価証券の純増減額（△は増加） △9,344 2,000

 投資有価証券の取得による支出 △1,134 △171

 投資有価証券の売却及び償還による収入 220 12

 関係会社株式の取得による支出 － △4

 短期貸付金の純増減額（△は増加） 44 4

 長期貸付けによる支出 △6 △16

 長期貸付金の回収による収入 6 2

 投資その他の資産の増減額（△は増加） △1,045 △557

 投資活動によるキャッシュ・フロー △17,224 △3,359
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           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年１月１日
　至 平成30年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） 429 △166

 長期借入れによる収入 100 100

 長期借入金の返済による支出 △1,550 △4,000

 自己株式の取得による支出 △1 △2,002

 自己株式の売却による収入 0 0

 リース債務の返済による支出 △361 △470

 配当金の支払額 △4,453 △4,480

 非支配株主への配当金の支払額 △0 △0

 財務活動によるキャッシュ・フロー △5,838 △11,019

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,451 △3,142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △13,376 △19,996

現金及び現金同等物の期首残高 63,638 78,102

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  50,262 ※１  58,106
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

連結の範囲の重要な変更

該当事項はありません。

 

(会計方針の変更等)

該当事項はありません。

　

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

税金費用につきましては、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

該当事項はありません。

 

(四半期連結損益計算書関係)

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は次のとおりであります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
至　平成29年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成30年１月１日
至　平成30年６月30日)

広告宣伝費 15,927百万円 16,982百万円

支払手数料 8,508百万円 8,889百万円

貸倒引当金繰入額 389百万円 208百万円

従業員賃金給料 19,014百万円 19,596百万円

賞与引当金繰入額 851百万円 718百万円

退職給付費用 468百万円 527百万円
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
至 平成29年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年１月１日
至 平成30年６月30日)

現金及び預金勘定 51,136百万円 59,344百万円

有価証券勘定に含まれるＭＭＦ 126百万円 125百万円

預入れ期間が３か月を超える
定期預金等

△1,000百万円 △1,363百万円

現金及び現金同等物 50,262百万円 58,106百万円
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(株主資本等関係)

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日)

配当金支払額

 

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年３月29日
定時株主総会

普通株式 4,460 23.5 平成28年12月31日 平成29年３月30日 利益剰余金
 

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成30年１月１日 至 平成30年６月30日)

１．配当金支払額

 

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年３月29日
定時株主総会

普通株式 4,460 23.5 平成29年12月31日 平成30年３月30日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の

末日後となるもの

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年８月３日
取締役会

普通株式 2,264 12.0 平成30年６月30日 平成30年９月７日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営

執行会議が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。

当社は、世界本社として主に経営管理および商品開発を行っております。

当社グループは、主にスポーツ用品等を製造販売しており、国内においてはアシックスジャパン株式会社および

その他の国内法人が、海外においては米州、欧州・中近東・アフリカ、オセアニア/東南・南アジア、東アジアの各

地域を、アシックスアメリカコーポレーション、アシックスヨーロッパB.V.、アシックスオセアニアPTY.LTD.およ

びアシックスアジアPTE.LTD.、亞瑟士(中国)商貿有限公司およびアシックスコリアコーポレーションが、それぞれ

担当しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を

立案し、事業活動を展開しております。

「日本地域」、「米州地域」、「欧州地域」(中近東・アフリカを含む)、「オセアニア/東南・南アジア地域」、

「東アジア地域」は、主にスポーツ用品等を販売しており、「その他事業」は、ホグロフスブランドのアウトドア

用品を製造および販売しております。

 
２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

前第２四半期連結累計期間(自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日)

       (単位：百万円)

 日本地域 米州地域 欧州地域

オセアニア

／東南・

南アジア

地域

東アジア
地域

その他
事業

合計
調整額
(注)１

四半期
連結損益
計算書
計上額
(注)２

売上高          

(1) 外部顧客への
売上高

54,263 55,652 50,112 14,454 25,076 3,685 203,244 491 203,735

(2) セグメント間
の内部売上高
又は振替高

9,610 4 64 － 21 122 9,823 △9,823 －

計 63,874 55,656 50,177 14,454 25,098 3,807 213,068 △9,332 203,735

セグメント利益
又は損失

4,463 3,548 3,595 2,383 4,217 △430 17,779 △1,703 16,075
 

(注) １．(1) セグメント売上高の調整額は、報告セグメントに含まれない会社の売上高を含んでおりますが、主にセ

グメント間調整によるものであります。

(2) セグメント利益又は損失の調整額は、報告セグメントに含まれない会社の利益又は損失を含んでおりま

すが、主にセグメント間調整によるものであります。

２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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当第２四半期連結累計期間(自 平成30年１月１日 至 平成30年６月30日)

       (単位：百万円)

 日本地域 米州地域 欧州地域

オセアニア

／東南・

南アジア

地域

東アジア
地域

その他
事業

合計
調整額
(注)１

四半期
連結損益
計算書
計上額
(注)２

売上高          

(1) 外部顧客への
売上高

52,592 43,146 52,231 13,560 26,790 3,854 192,175 600 192,776

(2) セグメント間
の内部売上高
又は振替高

8,997 24 37 － 2 167 9,229 △9,229 －

計 61,589 43,170 52,268 13,560 26,793 4,021 201,405 △8,628 192,776

セグメント利益
又は損失

2,362 △560 2,912 2,111 3,204 △364 9,666 △1,172 8,494
 

(注) １．(1) セグメント売上高の調整額は、報告セグメントに含まれない会社の売上高を含んでおりますが、主にセ

グメント間調整によるものであります。

(2) セグメント利益又は損失の調整額は、報告セグメントに含まれない会社の利益又は損失を含んでおりま

すが、主にセグメント間調整によるものであります。

２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

 
(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認めら

れないため、注記を省略しております。

 

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認めら

れないため、注記を省略しております。
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(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度(平成29年12月31日)

 

区分 取引の種類
契約額等
(百万円)

契約額等のうち
１年超
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場取
引以外
の取引

直物為替先渡取引
(NDF)

    

売建     

ブラジルレアル 6,783 － 224 224

合計 6,783 － 224 224
 

(注)　ヘッジ会計を適用しているものにつきましては、開示の対象から除いております。

 

当第２四半期連結会計期間末(平成30年６月30日)

下記のデリバティブ取引が、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に

比べて著しい変動が認められます。

 

区分 取引の種類
契約額等
(百万円)

契約額等のうち
１年超
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場取
引以外
の取引

直物為替先渡取引
(NDF)

    

売建     

ブラジルレアル 5,969 － 816 816

アルゼンチンペソ 276 － 14 14

合計 6,245 － 830 830
 

(注)　ヘッジ会計を適用しているものにつきましては、開示の対象から除いております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎ならびに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額および算

定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
至　平成29年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成30年１月１日
至　平成30年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 61.57円 18.09円

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 11,687 3,420

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
　　四半期純利益金額(百万円)

11,687 3,420

普通株式の期中平均株式数(千株) 189,823 189,133

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 58.10円 17.02円

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額
(百万円)

△10 △10

(うちその他営業外収益(税額相当分控除後
 　(百万円))

(△10) (△10)

普通株式増加数(千株) 11,160 11,270

(うち新株予約権付社債(千株)) (11,048) (11,100)

(うち新株予約権(千株)) (112) (170)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

 

２ 【その他】

第65期（平成30年１月１日から平成30年12月31日まで）中間配当について、平成30年８月３日開催の取締役会にお

いて、平成30年６月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額                              　 2,264百万円

②　１株当たりの金額      　                       12円00銭

③　効力発生日及び支払開始日                平成30年９月７日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

 

平成３０年８月９日

株式会社アシックス

取締役会 御中

　

EY新日本有限責任監査法人
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　小　　市　 裕　　之   印

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   美　　和　　一　　馬   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ア

シックスの平成３０年１月１日から平成３０年１２月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成３０年

４月１日から平成３０年６月３０日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成３０年１月１日から平成３０年６月３０日

まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算

書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アシックス及び連結子会社の平成３０年６月３０日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
　

 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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